
様式１ （視察用） 

会派行政視察報告書 
 

 

 令和７年度会派 青雲倶楽部 の行政視察研修を、令和７年５月１９日（月）か

ら５月２０日（火）の１泊２日にて執り行いましたので、その概要を下記のとおり

報告いたします。 

 

   令和７年６月１３日 

 

 名取市議会議長 長南 良彦 様 

 

                     会派名 青雲倶楽部 

                      代表 山田 龍太郎  

 

記 

 

 １ 期  日  令和７年５月１９日（月）～５月２０日（火） 

 

 

２ 参加人員  ７名  議員 佐藤 繁樹  議員 鈴木 英信 

議員 寺嶋 雅子  議員 二階堂 充 

議員 熊谷 克彦   議員 大泉 徳子 

議員 山田龍太郎 

  

 

 ３ 視 察 先  （１）山形県鶴岡市 

（２）山形県東根市 

 

  

４ 行 程 表  別紙のとおり 

 

  

５ 調査事項  別紙のとおり 

 

 

６ 所  感  別紙のとおり 



令和７年度 青雲倶楽部 視察研修行程表 

 

日程 行程 視察先及び視察項目 宿泊 

令和

7年 

5/19 

（月） 

仙台駅（仙台駅前） (9：00発) ⇒⇒⇒
高速バス

(11：35着)庄内観光物産館 

………
昼食

 (13：23発) ⇒⇒⇒
路線バス

(13：31着)鶴岡市役所前……… 
徒歩

 

鶴岡市議会視察
14：00～15：30

 ……… 
徒歩

鶴岡市役所前(16：14発) ⇒⇒⇒
路線バス

 

(16：25着) 庄内観光物産館(16:45発)⇒⇒⇒
高速バス

（18:24着）山形駅前 

……山形市内（宿泊）    

山形県鶴岡市議会  ルートイン山形駅前 

所 在 地 鶴岡市馬場町9番25号 
所 在 地 山形県山形市双葉

町1丁目3-1 

電話番号 0235-35-1908(事務局) 電話番号 023-647-1050  

調査項目 １ 部活動地域移行につい
て 

  

5/20 

（火） 

ホテル……山形駅（10：20発）⇒⇒⇒
JR奥羽本線

(10：50着)さくらんぼ東根駅 

………
昼食・タクシー

(13：20着) 東根市議会（さくらんぼタントクルセンター）視察
13：30～15：00

 

………
タクシー

 さくらんぼ東根駅（15：57発）⇒⇒⇒
JR奥羽本線

（16：20着） 

羽前千歳（17：18発）⇒⇒⇒
JR仙山線

(18：39着)仙台駅 

 

山形県東根市議会  

所 在 地 東根市中央一丁目１番１号   

電話番号 0237-42-1111(代表)   

調査項目 １ 東根市さくらんぼタントクル
センター 

  

 



      名取市議会青雲倶楽部  視察研修報告書  

 

 青雲倶楽部の視察研修を、令和７年５月１９日（月）から５月２０日（火）

まで１泊２日で執り行いましたので、その概要を次の通り報告いたします。  

  

令和７年６月１３日  

 

名取市議会 議長 長南 良彦 様  

                

               青雲倶楽部 代表 山田 龍太郎  

 

１ 期 日  令和７年５月１９日（月）～５月２０日（火）  

 

２ 参加者  青雲倶楽部 ７名  

  佐藤 繁樹議員  鈴木 英信議員  寺嶋 雅子議員 二階堂 充議員  

熊谷 克彦議員  大泉 徳子副議長 山田 龍太郎議員  

 

３ 視察先及び調査事項  

 （１）山形県鶴岡市  部活動の地域移行について  

 （２）山形県東根市  さくらんぼタントクルセンター（屋内版子どもの遊

び場）について  

４ 全体考察  

 今般の視察先については、本市行政で課題となっている部活動の地域移行及

び屋内での子どもの遊び場について調査を行った。  

鶴岡市については、早くから多様な子供たちのニーズに合わせ、保護者及び

関係者と話し合い重ね、幅広い組織・団体等を育成・発展させ受け皿づくりを

している。子供たちのニーズに沿った多様な受け皿づくりについては参考にす

べきと考える。  

東根市は３０年前から子育て先進都市を掲げ福祉・教育行政を進め、その理

念のもと、２００５年に「さくらんぼタントクルセンター」を建設した。屋内

で子供が遊べる施設である。高い所に登ったり、滑ったり、子供たちにとって、

楽しい施設である。遊びで体感し学び心身共に健全な育成を図っている。子供

が骨を折っても管理責任が問われることなく、けがもお持ち帰り（自己責任）

ということで対応している。また、子育て支援センター、保健福祉センター、

保育所、乳児の検診ができる診療所がある。母子に寄り添った複合施設である。

子どもは遊びを通して学ぶという考え方や母子に寄り添った複合での施設整備

等参考にすべきと考える。今般の視察で得た事項を、子供たちの健やかな成長

を願い、議会活動の場で提言等を行っていきたい。  



      鶴岡市視察報告書  

 

                   青雲倶楽部 熊谷 克彦  

視察先 鶴岡市  

日時 令和７年５月１９日（水） 午後２時～午後４時３０分  

視察事項  部活動の地域移行について  

        

鶴岡市概要  

 ・令和７年３月現在 人口 １１６，０００人。面積１３１１ .51 ㎢。  

 ・平成１７年１０月１日 １市４町１村が合併 新鶴岡市  

  ２０年前の合併時の人口 １４万４０００人  

 ・喫緊の課題 人口減少対策  

 ・地理関係  庄内地方 政治文化の中心地  穀倉地帯  

 ・農作物   コメ つや姫 雪若丸  だだちゃ豆  

 ・食文化   出羽三山の精進料理  孟宗汁  

        ユネスコ食文化創造都市ネットワークへ加盟  

 ・観光    加茂水族館（クラゲ） 藤沢周平記念館 出羽三山  

 ・行事    天神祭り（ばけもの祭り） 桜まつり 日本海寒鱈まつり  

 

鶴岡市議会  

 ・議員 ２８名  

 ・３月定例会 シルク議会 市長・議員などシルク製品を身に着ける  

 

視察  

１ 国・県の「部活動改革」を踏まえた本市（鶴岡市）の取組みについて  

 ・平成３０年 国で部活動指導員配置事業が実施。平成３１年に１１中学校  

  に１名ずつ配置。 令和３年以降 最大２７名までの予算措置をしていた。 

 ・平成３１年 部活動は必ずしも教員が担う業務ではない。  

 ・令和５年以降 休日の部活動改革について 休日の部活動の段階的な地域  

  移行。休日の指導を望まない教師は休日の部活動に従事しないこととする。 

 ・働き方改革で教師の負担を減らすという目的から、部活動を持続可能な体

制にしていくという目的に変わる。  

 ・令和３年 運動部・文化部活動地域等の連携の在り方に関する検討委員会

を開催。  

 ・令和４年 国県補助を活用した地域運動部活動推進事業実施 実践研究  

       検討委員会からの提言を受けた各学校への説明会の開催  

 

 



２ 部活動の地域移行の現状について  

（１） 基本的な考え方  

・教員指導の部活動 月曜から金曜のみ 休日は教員指導の部活動しない  

・少子化でも、将来にわたり子どもたちが部活動に親しむことができる持続

可能な部活動  

（２）現状及び今後の方向性  

・令和６年１２月現在 ４７団体が登録（バスケ、テニス、野球、吹奏楽等）  

・持続可能な地域クラブに向けて  

  指導者の確保、報酬。 広範な参集範囲 クラブ規約等  

・令和６年１２月 部活道地域移行の普及・促進のための連絡調整会議  

・受け皿  

総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団、民間クラブ、文化団体  

  保護者会クラブ  

（３）アンケートの結果  

 ・子どもたちの満足度が高い  

 ・保護者の送迎等負担  

 ・指導者の確保、負担  

     

３ 部活動の地域移行に係る国等のスケジュール  

※国のスケジュール 令和５年度以降休日の部活動を段階的に地域移行  

（１）鶴岡市の具体な移行方法（受け皿・関係団体）  

①  総合型地域スポーツクラブへ移行  

②  スポーツ少年団へ移行  

③  保護者会クラブへ移行  

④  民間クラブへ移行  

⑤  スポーツ・芸術団体による活動への移行  

※保護者会クラブについては、卒業と同時に保護者が変わるので、これに  

替わる持続可能な地域クラブ等を目指す。  

 

質疑  

質 保護者会クラブから民間への移行の具体な内容について  

答 部活動に係る連絡調整会議がある。保護者会クラブの方々に集まっていた

だき、移行の仕方、活動場所等々、時には私どもから問いかけをしながら

課題の解決に向けて取り組んでいる。  

 

質 地域移行について多様な受け皿があるが、指導者の確保方法について  

答 指導者が長年指導している場合もあり、その子供たちが大きくなり指導者

になる場合もある。平日は部活動指導員として指導を行い、その同じ方が



民間クラブに所属して休日に部活動の指導をしている場合もある。県のス

ポーツ団体の連盟から指導者を派遣したいただく方法もある。  

 

質 平日の部活動と休日の部活動に係る指導方法について  

答 指導方法等話し合いの場がある。  

 

質 競技志向とスポーツを楽しむレクリエーション的志向の子どもたちがいる

と思うが、その対応は  

答 子どものニーズに沿った対応をなる。レクリエーション的な考えの子ども

は大会等に出ないという考えも尊重する。中体連は種目によっては、クラ

ブ名で出場し中学校名を出さない例もある。その実情、要望に沿った対応

をする。  

 

質 部活動の地域移行による生徒指導について  

答 土日の活動の様子を教員が知らないという状況になる。子供たちから土日

の活動について情報を得る尽力している。また、教員と指導者間で情報交

換の場を設ける場合もある。  

 

考察  

 鶴岡市における部活動の地域移行については、平成３０年ごろから部活動指  

導員を配置し、平成３１年の時点ですでに、学校単位から地域単位に、そして  

学校以外が担うことを積極的にすすめるべきとの方針を掲げ取り組んでいる。  

また、国の働き方改革を踏まえて部活動改革を踏まえ、休日の部活動を望まな  

い教師は休日の部活動に従事しないこととしている。その理念を少子化の中で  

も将来にわたり子どもたちがスポーツ・文化活動に継続して親しむことができ  

る、持続可能な環境を構築するとしている。このような考え方のもとに、長年  

にわたり取り組み、部活動の地域移行の受け皿として、総合型地域スポーツク  

ラブ、スポーツ少年団、保護者会クラブ等々５つの組織形態が構築されている。  

さらに、保護者会クラブは、より組織形態は明確な民間クラブ等への移行を働  

きかけている。  

 その時点、その時点で部活動の将来を見据え課題を明確にし関係者で議論を  

重ね保護者への説明等を行っている。丁寧な議論丁寧な保護者への説明を行う  

ことは本市においても今後取り組む際には是非参考にすべきと思慮する。  

子供たちの多様なニーズに沿った部活動をきめ細やかに実施していることは  

重要と思われる。競技志向、楽しみスポーツ等それぞれが尊重されてしかるべ

きと思慮する。  

 部活動の地域移行の受け皿づくりに、持続可能な環境づくりの理念のもと、  

民間クラブ等の設立等にむけ話し合いを重ね積極的に取り組んでいる。  



 部活動の地域移行について、地域、保護者、スポーツ関係者、学校、教育委  

員会等々など、課題を先取りし、話しあいを重ね、受け皿作り等一つずつ課題  

解決に向け尽力し成果を挙げていることに参考にすべきと思慮する。今回の視  

察研修で得た事項を議会活動に生かし市民の負託に応えていきたい。  

 

視察写真  

 












